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【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和５ 年度実績

【】内は令和5 年度目

標値

達成率（ % ）

（ ｑ )

事業目標に資する令和５ 年度

の取組内容（ ｒ ）

主管課

評価

（ ｓ ）

令和６ 年度以降の取組の方向性

（ ｔ ）

令和6 年度実績

【】内は令和6 年度目

標値

達成率（ % ）

（ u )

事業目標に資する令和6 年度の

取組内容（ v）

主管課

評価

（ w ）

令和7 年度以降の取組の方向性

（ ｘ ）

重点事業 1
「子どもの権利」の理

解の普及・啓発
子ども若者課

子どもの権利に関

する条例の普及を

図ります。

小学生用リーフレットやマンガ版リーフ

レット、妊産婦向け小冊子など、対

象に合わせてわかりやすい広報資料

を作成し、学校や子どもに関わる施

設等に配布します。

普及啓発媒体の

種類

リーフレット2種類

（ 一般・中高

生） で広報を実

施

・ リーフレット等を

増やす（ 小学生・

マンガ版、妊産婦

向け小冊子等）

・動画等を作成

－
周知用パンフレット等の

修正・配付

「としま子どもの権利相談室」の開

設に伴い、既存のパンフレットの内

容を変更するとともに、「子どもの

権利相談室」のリーフレットを作成

し、小中学生の全児童・生徒に

配付した。

B
引き続き、学習用パンフレットやマンガ

版パンフレットの活用を周知し、子ども

の権利の理解促進を図る。

周知用パンフレット等を

通じた普及啓発、子ど

もの権利に関するPR

動画の制作

区立小・中学校へのパンフレット

やリーフレットの配付だけでなく、区

内の私立学校に通う児童・生徒

に対しても子どもの権利の大切さ

が普及するよう、私立学校に対し

て広報物の配布に関する働きか

けを実施しました。

A

子どもの権利に関するパンフレットなどに

加え、子どもの権利に関するPR動画な

どを効果的に活用することで、子どもか

ら大人まで幅広い世代に向けて、子ど

もが持つ権利の大切さについて発信し

ていきます。

計画事業 2 「子ども月間」事業 子ども若者課

子どもの権利の普

及啓発のために、

「子ども月間」

（ 11月） に地域

や子どもに関わる

施設と連携・協働

して子どもがいきい

きと楽しく様々な

体験ができる機会

をつくります。

子どもの権利に関する条例に基づく

「子ども月間」（ 11月） に地域や子

どもに関わる施設と連携・協働して子

どもがいきいきと楽しく様々な体験が

できる機会をつくります。青少年育成

委員会においても地区ごとに運動会

やお祭りなど子どもが地域活動に参

加するイベントを行っています。

子ども月間におい

て、子どもが様々

な体験ができる機

会を提供するとと

もに、「子ども月

間」の認知度向

上

継続実施 －

広報誌で「子どもの権

利」に基づく事業の周

知を行った

①子ども月間である11月の広報

としまで「子どもの権利相談室」

「子どもの遊び場・居場所」「子ど

も若者総合相談」について掲載

し、事業の周知を行った。

②中央図書館で「子どもの権利」

のパネル展示を実施した。

③東京音楽大学が企画する「ス

ペシャルコンサート」を協働で実施

し、子どもの音楽体験の機会を提

供した。

A

「子どもの権利」に基づく事業や、「子ど

も月間」に実施する行事の周知を図

る。

5年度は各地区青少年育成委員会の

行事が再開し、子どもの体験の場を提

供してきた。６ 年度は更に行事の充実

を図っていく。

ふくろう相談室並びに

子どもの権利に関する

普及啓発の実施

①11月の子ども月間に、広報とし

まと庁舎まるごとミュージアムでふく

ろう相談室に関する周知を行うと

ともに、中央図書館で「子どもの

権利」に関する特集展示を行い、

広く普及啓発を行いました。

②11月の子ども月間に、サンシャ

インシティプレーパークと、子どもの

権利条約フォーラム2024への出

展を行い、子どもの権利について

具体的に考えてもらう機会を作り

ました。

A

11月の子ども月間を中心として、施設

や地域の団体などと連携しながら、子ど

もが楽しく様々な体験ができる機会を

創出していきます。合わせて、子どもの

権利の大切さがより広まるための普及

啓発に取り組み、子どもたちが地域でい

きいきと成長 することができる環境を整

えます。

計画事業 4

学校における「子ども

の権利」に関する学

習機会の確保

子ども若者課

指導課

学校での子どもの

権利の学習機会

を確保します。

「子どもの権利に関する条例」の学校

での活用事例集を作成し、学校での

活用を推進します。また、講師派遣

や民間団体等の学習プログラムなど

の子どもの権利を学ぶメニューを作成

し、モデル校で順次実施し、子どもの

権利の普及啓発を推進します。

実施校数 －

毎年度小学校2

校、中学校1校で

継続実施

数値維持継続型

子ども若者課

①子どもの権利擁護委

員出張講座

７ 校【７ 校】

②CAPプログラム

１ 校【1校】

指導課

５ 校【３ 校】

子ども若者課

子どもの権利に関する学習プログ

ラムとして、希望のあった学校のう

ち、７ 校で子どもの権利擁護委

員出張講座を実施した。また、

CAPプログラムを希望のあった1校

で実施した。CAPプログラムは初

めての実施となった。

指導課

子どもの権利擁護委員の出張講

座を小学校において実施した。

A

子ども若者課

R5年度は予算の都合により実施を希

望する学校全部で実施することができ

なかったため、子どもの権利擁護相談

員（ 区職員） の出張講座なども加え

て、希望する学校全てで子どもの権利

に関する学習プログラムを実施する。

指導課

引き続き、子どもの権利擁護委員の出

張講座を小学校において実施する。

子ども若者課

①子どもの権利出張講

座

14校【14校】

指導課

14校【３ 校】

子ども若者課

子どもたちが自身や他者の持つ

「子どもの権利」に関する理解を

深めることを目的に、希望のあった

学校のうち、11校で子どもの権利

擁護委員を講師とする出張講

座、3校で子どもの権利相談員を

講師として授業を実施しました。

CAPワークショップについては、令

和6年度の実施希望がありません

でした。

指導課

子どもの権利擁護委員による出

前授業を小・中学校において実

施しました。

A

子ども若者課

子どもの権利に関する理解がさらに深ま

ることを目的に、希望のあった全ての学

校において学習プログラムを実施しま

す。また、授業以外の形で子どもの権

利の普及啓発を行う形を検討していき

ます。

指導課

引き続き、子どもの権利擁護委員によ

る出前授業を実施します。

②子どもの権利に

関する学習機会

の確保・学習支

援

子どもの権利につ

いて学ぶ機会を確

保します。

子どもの権利に関

する研修や出前

講座、学校での学

習プログラム等を

実施します。

目標（ E）

目標１ 「子ども権利を尊重し、自分らしい育ちを支援する」

子ども若者課

①-ⅰ子どもにかかわる施設職員

対象に子どもの権利をテーマにし

た豊島区子ども研修を3回実施し

ています。「子どもの権利について

Ⅰ・Ⅱ」「あそびの中に権利あり」

(人材育成G)　①-ⅱ区職員を

対象として、子どもの権利について

学ぶ特別研修、ならびにeラーニン

グを実施しました。（ 権利擁護

G）

②ファミリーサポートセンター援助

会員養成講座、区内で活動する

団体や個人に対して講座を行うと

しま出前講座において子どもの権

利に関する講座を実施しました。

（ 権利擁護G）

③-ⅰ子ども研修のうち「子どもの

権利についてⅠ」を区民参加の公

開講座として実施しています。(人

材育成G)　③-ⅱ地域で子どもに

関わる機会の多い団体などに対し

て、子どもの権利を保障するため

に大人が果たす役割について理

解を深めるための講座を2回実施

しました。（ 権利擁護G）

指導課

人権教育研修はもちろん、年次

研修や生活指導主任研修におい

ても「子どもの権利」を話題にし、

教員の人権意識を高めました。

子ども若者課

①5回

【5回】(100% )

②2回

【10回】(20% )

③3回

【2回】(150％)

指導課

①5回

【5回】(100％)

B

①子どもの権利の

普及啓発・情報

発信

具体的な取組 事業の概要

取組 目標 内容
事業

分類

事業

№
事業名（ A）

目標値の性質

（ Z）
担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

（ １ ） 子ども権利に関する理解促進

子どもの権利の普

及啓発・理解促

進を図ります。

子どもに分かりやす

いリーフレットを作

成するなど、対象

者に合わせた手法

を実施します。

令和5 年度 令和6 年度

子ども若者課

引き続き、子どもに関わる施設職員へ

の研修とともに、子どもに関わるおとなが

子どもの権利について理解を深めるため

の機会を引き続き創出することで、地

域が一体となって子どもの権利を保障

する気運を高めていきます。

指導課

全小・中学校の教育課程に「豊島区

子どもの権利条例」に基づいた教育の

推進を位置付ける。教員研修は継続

して実施します。

子ども若者課

引き続き、子どもに関わる施設職員へ

の研修とともに、区職員全体への研修

を拡大していく。

指導課

全小・中学校の教育課程に「豊島区

子どもの権利条例」についての学習を位

置付ける。教員研修は継続して実施す

る。

B

子ども若者課

①、③保育士、子どもに関わる施設

職員に対する子ども研修で「子どもの

権利」をテーマとして研修を実施。子

ども研修のうち１ 回は区民参加の公

開講座として実施した。この他全職

員を対象としたe-ラーニングも実施

し、65 .9％の職員が受講した。

②ファミリーサポートセンター援助会

員、教育センター職員を対象とした

出張講座を実施した。

指導課

人権教育研修にだけでなく、年次研

修においても「豊島区子どもの権利

条例」を取り上げ、教員の人権意識

を高めた。

子ども若者課

①5回

【5回】（ 100％）

②3回

【5回】（ 30％）

③1回

【2回】（ 50％）

指導課

①5回

【5回】( 100％)

①数値維持継続

型

②数値上昇型

③数値維持継続

型

学校教諭や保育士、子どもに関わる

施設職員に対して子どもの権利に関

する研修や、地域のおとなに対する

講座を実施します。

子どもに関わるおと

なに子どもの権利

を学ぶ機会を提

供します。

①5回

②10回

③2回

①2回

②3回

③1回

①職員研修実施

回数

②出前講座実施

回数

③区民講演会実

施回数

子ども若者課

指導課

「子どもの権利」に関

する研修・講座の実

施

3重点事業

目標管理

1



【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和５ 年度実績

【】内は令和5 年度目

標値

達成率（ % ）

（ ｑ )

事業目標に資する令和５ 年度

の取組内容（ ｒ ）

主管課

評価

（ ｓ ）

令和６ 年度以降の取組の方向性

（ ｔ ）

令和6 年度実績

【】内は令和6 年度目

標値

達成率（ % ）

（ u )

事業目標に資する令和6 年度の

取組内容（ v）

主管課

評価

（ w ）

令和7 年度以降の取組の方向性

（ ｘ ）

目標（ E）

具体的な取組 事業の概要

取組 目標 内容
事業

分類

事業

№
事業名（ A）

目標値の性質

（ Z）
担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

令和5 年度 令和6 年度

目標管理

②子どもの権利に

関する学習機会

の確保・学習支

援

子どもの権利につ

いて学ぶ機会を確

保します。

子どもの権利に関

する研修や出前

講座、学校での学

習プログラム等を

実施します。

計画事業 5 保育の質向上事業 保育課

子どもの多様な体

験機会を確保し

ながら、子どもの

権利について学

び、身につけてい

きます。

企業廃材等を活用した創作活動の

ワークショップや、子どもが様々な暴力

から自分を守るためのCAPプログラム

を区立保育園においてモデル的に実

施し、子どもの多様な体験機会の確

保や保育の質向上を図ります。

実施園

（ 2園/年)
－ 継続実施 数値維持継続型

レミダワークショップ2園

【2園】

CAPプログラム2園【2

園】

幼児期にふさわしい多様な経験

ができる機会を確保できたととも

に、幼児期の子どもの安全・安心

のための予防教育を実施できた。

また、保育の質も向上できた。

B
より効果的な事業ができるよう工夫し、

毎年度着実に実施する。

レミダワークショップ2園

【2園】

CAPプログラム2園【2

園】

幼児期にふさわしい多様な経験

ができる機会を確保できたととも

に、幼児期の子どもの安全・安心

のための予防教育を実施できた。

また、保育の質も向上できた。

B
より効果的な事業ができるよう工夫し、

毎年度着実に実施する。

重点事業 6
としま子ども会議の

開催
子ども若者課

子どもの区政への

参加と意見表明

の機会を提供しま

す。

「子どもの権利に関する条例」に基づ

く「としま子ども会議」として、区内の小

中高校生が、区政に関するテーマに

ついて話し合い、意見をまとめて区長
や区職員等に発表します。区は子ど

もの意見を聞き、施策に反映するよう

努めます。

①参加者数

②提案採択数

①実施に向けて

検討中

②実施に向けて

検討中

①30人

②1件

①数値上昇型

②数値維持継続

型

①17人

【30人】（ 56.7％）

②２ 件

【1件】（ 200％）

事前に庁内からテーマを募集し、

そのテーマについて子どもたちが検

討し意見を発表しました。

会議と意見発表会を夏休み期

間に集中して実施することで子ど

もたちの集中力も高まりました。意

見発表の時期が例年より早いこと

から子どもたちの意見を検討し、

実施するための予算の確保が可

能となりました。

また、子どもたちからの意見に対し

てどのように検討したかを区から報

告する報告会を実施しました。

A

昨年同様各子どもの意見を施策に反

映したい課からテーマを募集し決定しま

す。子どもの意見を反映しやすくするた

め、6年度は第1回目の会議で各テー

マの説明を区から行い、区の困りごとを

理解したうえで検討したいテーマを決め

ます。

夏休み期間中に会議を行い9月に意

見発表会を実施し、子どもからの意見

を各課で検討た結果を、1月の報告会

で子どもへ報告します。

①25人

【30人】

（ 83.3％）

②5件

【1件】

事前に庁内からテーマを募集し、

そのテーマについて子どもたちが検

討し意見を発表しました。

会議と意見発表会を夏休み期間

に集中して実施することで子どもた

ちの集中力も高まりました。意見

発表の時期が例年より早いことか

ら子どもたちの意見を検討し、実

施するための予算の確保が可能

となりました。

また、子どもたちからの意見に対し

てどのように検討したかを区から報

告する報告会を実施しました。

A

昨年同様各子どもの意見を施策に反

映したい課からテーマを募集し決定しま

す。また、夏休み期間中に会議を行い

9月に意見発表会を実施し、子どもから

の意見を各課で検討た結果を、1月の

報告会で子どもへ報告します。

7年度は、新たな試みとして、子どもの

成長 度合いに合わせ、円滑に議論を

行いやすいよう中高生と小学生を別の

グループに分けます。

計画事業 7
子どもの参加推進事

業
子ども若者課

地域の大学等と

連携し、子どもの

意見表明や、社

会参加、参画を

推進します。

区内の子どもを対象に、子どもの権

利に関する条例の認知度の向上を

図るとともに、地域団体や大学等との

連携のもと、区政や地域活動の中で

子どもが自分の意見を表明したり、社

会参加、参画を推進する事業を実

施します。

共催事業参加者

数
－ 30人 数値維持継続型

28人

【30人】

事業の内容に合わせ「成果報告

会w ith区長 」と名前を変え

12/16に開催しました。（ 立教

大学主催）

豊島こども大学で活動してきた内

容を区長 に発表し、子どもからの

質問に区長 がその場で回答する

事業を実施しました。

B

立教大学内での実施が難しくなったこと

から、放課後対策課で実施している放

課後子ども教室のメニューの一つとして

子どもスキップで活動することになりまし

た。

－

放課後対策課で実施している放

課後子ども教室のメニューの一つ

として子どもスキップで活動すること

になったため事業として終了しまし

た。

終了

計画事業 8 利用者会議の開催
子ども若者課

放課後対策課

子どもが自分の意

見を表明する機

会や社会参加・

参画の機会を充

実させます。

子どもスキップや中高生センターにお

いて、利用者会議を開催し、会議で

出された意見などは、施設運営や行

事に反映させます。

利用者会議開催

数
－ 55回 数値上昇型

< 中高生センター>

31回

【34回】

( 91 .2% )

＜子どもスキップ＞

139回

【44】

< 中高生センター>

ジャンプでは各施設月1・2回実

施しました。会議で出された意見

を施設の運営や施設改修に反映

しました。

< 子どもスキップ>

全スキップで利用者会議を開催

し、会議で出された意見を施設の

運営に反映させました。

A

< 中高生センター>  B

引き続き月1～2回開催し、日常やイ

ベントなどで意見を表明する機会や社

会参加・参画の機会を充実させます。

< 子どもスキップ>

利用者会議を全施設で2～3回開催

し、意見を表明する機会や社会参加、

参画の機会を充実させます。

＜中高生センター＞

36回

【36回】

(100％）

＜子どもスキップ＞

145回

【44】

(329 .5% )

＜中高生センター＞

ジャンプでは各施設月1・２ 回実

施しました。会議で出された意見

を施設の運営や施設改修に反映

しました。

< 子どもスキップ>

全スキップで利用者会議を開催

し、会議で出された意見を施設の

運営に反映させました。

A

＜中高生センター>

引き続き月1～2回開催し、日常利用

やイベントなどで意見を表明する機会や

社会参加・参画の機会を充実させま

す。

< 子どもスキップ>

引き続き利用者会議を全施設で2～3

回開催し、意見を表明する機会や社

会参加、参画の機会を充実させます。

計画事業 9
子ども地域活動支

援事業
子ども若者課

中高生が自主的

に地域で活動でき

る機会・実践でき

る場を提供しま

す。地域の中で中

高生センターの取

り組みを知ってもら

う活動に取り組み

ます。

子どもが地域社会の大事な担い手と

して、おとなと一緒に地域活動に参

加できるよう、委託者と連携し、地域

団体等の協力を得ながら、その機会

づくりと参加促進の支援等を行いま

す。

参加者数 － 160人 数値維持継続型

389人

【250人】

( 155 .6% )

〈ジャンプ東池袋〉

ﾘﾆｭ ｱーﾙｵー ﾌ゚ ﾝｲﾍ゙ ﾝﾄを開催し、地

域の方に参加してもらう事業を実

施しました。地域の方と中高生が

交流する機会となりました。

〈ジャンプ長 崎〉

長 崎獅子舞は、地域と連携し後

継者育成に加え、周知活動とし

て広報としま掲載や高校・大学と

連携し演舞する機会を設けまし

た。

A

〈ジャンプ東池袋〉

中高生実行委員のｲﾍ゙ ﾝﾄを開催予定

です。そこで地域の方に中高生を知って

もらい交流を深めることを目指します。

〈ジャンプ長 崎〉

長 崎獅子舞の活動は引き続き地域と

連携し、参加者増を目指します。

公園緑地課と連携し、スラックラインを

通じて地域の方と中高生が一緒に遊ぶ

機会をつくります。

371人

【300人】

(124％）

〈ジャンプ東池袋〉

中高生実行委員会形式のｻﾏー

ﾌｪｽﾃｨﾊ゙ ﾙを開催し、ﾜー ｸｼｮｯﾌ゚ で

は地域の方へのｻﾎ゚ ﾄーを行い、地

域の方との交流を深め中高生が

活躍する場となりました。

〈ジャンプ長 崎〉

長 崎獅子舞は、地域と連携し後

継者育成に加え、地域の高校や

福祉施設と連携し、演舞する機

会を設けました。そのほか、区施

設でのボランティア活動や、スラック

ライン事業で近隣住民との交流

活動を実施しました。

A

〈ジャンプ東池袋〉

引続き中高生実行委員のｲﾍ゙ ﾝﾄを開

催し、地域の方に中高生を知ってもら

い交流を深めることを目指します。ま

た、近隣施設と連携を図り、地域の方

と交流できる企画を実施していきます。

〈ジャンプ長 崎〉

長 崎獅子舞の活動は引き続き地域と

連携し、参加者増を目指します。また、

スラックライン事業以外にも地域の方と

交流できる事業を企画していきます。

区施設でのボランティア活動について、

中高生と高齢者、地域住民が交流で

きる機会をつくります。

計画事業 10
青少年指導者養成

事業

生涯学習・ス

ポーツ課

参加した子どもた

ちが、学校や地域

で活動できるリー

ダーシップとフォロ

ワーシップを身につ

けることができるよ

う、日常から社会

参加を促進する

機会を提供しま

す。

小学校4年生から中学生を対象に、

地域青少年活動の充実、振興を図

るため、キャンプを中心にリーダー養成

講座を実施します。

ジュニアリーダー講

習会の開催回数
－ 10回 数値維持継続型

８ 回

【10回】

( 80％)

2泊3日のキャンプ活動を含み、

事業後半には、ハッピーホリデー

フェスうティバルとして、子どもたちが

企画運営するイベントを実施する

など、子どもたちの体験活動の機

会をつくった。

B

子どもたちが、自分たちの意見を表明し

ながら、リーダーシップやフォロワーシップ

を発揮できる場を担保するとともに、事

業の充実を図る。

８ 回

【10回】

(80％)

2泊3日のキャンプ活動を含み、

事業後半には、千早地域文化

創造館で活動するサークル活動

の見学や、ハッピーホリデーフェスう

ティバルとして、子どもたちが企画

運営するイベントを実施するなど、

子どもたちの体験活動の機会をつ

くりました。

B

令和７ 年度からは「防災」をテーマに実

施しています。子どもたちが、自分たちの

意見を表明しながら、リーダーシップや

フォロワーシップを地域で発揮できる場

を担保するとともに、事業の充実を図り

ます。

新規事業 新規
意見表明等支援事

業

子育て支援課

課

豊島区児童相談

所が関わる子ども

の意見・意向の表

明の仕組みの整

備による子どもの

最善の利益の実

現を目的とする。

児童相談所の措置等の決定等のタ

イミングや、一時保護所等の生活場

面等において、子どもの意見や意向

を聞き、児童相談所やその他関係機

関との連絡調整等を行う。

措置等決定時の

意見表明支援の

実施率（ ％）

－ 100% － － － － － 100%

里親や施設職員への説明による

理解促進を図りつつ、意見表明

支援員による子どもの意見表明

の機会を確保した。

A

毎年度、進捗状況の点検と評価を行

い、児童福祉審議会に報告することで

課題に対応していく。里親委託中や施

設入所中の子ども、また、家庭復帰後

の子どもへの意見形成支援と意見表

明支援を進める。

日常における子ど

もの意見表明や

社会参加を促進

します。

（ ２ ） 子どもの意見表明・参加の促進

①子どもの意見表

明・参加の仕組み

づくり

子どもが意見表明

や社会参加できる

機会を確保しま

す。

意見表明や参加

を促進するための

事業を実施しま

す。

施設運営や地域

での生活など、日

常の様々な場面

で子どもが意見を

表明でき、また子

どもの意見が受け

止められるよう取り

組みます。

②子どもの意見表

明・参加の促進

2



【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和５ 年度実績

【】内は令和5 年度目

標値

達成率（ % ）

（ ｑ )

事業目標に資する令和５ 年度

の取組内容（ ｒ ）

主管課

評価

（ ｓ ）

令和６ 年度以降の取組の方向性

（ ｔ ）

令和6 年度実績

【】内は令和6 年度目

標値

達成率（ % ）

（ u )

事業目標に資する令和6 年度の

取組内容（ v）

主管課

評価

（ w ）

令和7 年度以降の取組の方向性

（ ｘ ）

目標（ E）

具体的な取組 事業の概要

取組 目標 内容
事業

分類

事業

№
事業名（ A）

目標値の性質

（ Z）
担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

令和5 年度 令和6 年度

目標管理

重点事業 11
中高生センターの運

営
子ども若者課

中高生の放課後

の居場所を提供

し、自主的な活

動を支援します。

中高生等が音楽、スポーツ活動、友

だちとの語らいや情報交換などを行う

場として中高生センターを運営し、自

主的な活動や社会参加等を支援し

ます。また、中高生の心身が傷つけら

れないよう、関係諸機関や団体と連

携して、その予防や早期発見に努め

ています。

①登録者数

②延べ利用者数

①1,980人

②26,896人

①2,000人

【①2,200人】

②30,000人

【②32,000人】

①数値上昇型

②数値維持継続

型

①2,037人

【2 ,000人】

( 102% )

②25,040人

【21,000人】

( 83 .5% )

午前中事業の周知チラシを作成

し、学校や関係機関に事業説明

及び配布を依頼しました。

B

午前中事業について、学校へ行くことが

できない中高生及び通信高校等の利

用の増加をめざし、居場所事業を具現

化及び充実させていきます。

①2,654人

【2,000人】

(133% )

②36,691人

【30 ,000人】

(122% )

午前中事業の内容を具体的に

紹介できるように、パンフレットを作

成しました。区立中学校及び通

信高校へも配布を依頼し、学校

へ行くことができない中高生だけで

なく通信高校の空き時間の利用

を目指しました。

A

・中高生の不登校対策を含めた午前

中利用の増加を目指し、事業内容を

より具現化及び充実させていきます。

・中高生が意見表明できる機会を増や

し、日常の運営に反映及び中高生自

主企画行事等を実施し、中高生の居

場所を充実させていきます。

重点事業 12
子どもスキップの運

営・改築
放課後対策課

小学生の放課後

の居場所を提供

し、放課後児童

支援員の指導の

もと、安心・安全

な遊びを通じて子

どもたちの交流を

図ります。

小学生の放課後の安全・安心な居

場所として、区立小学校22校に、校

舎内、敷地内または隣接地にて、学

童クラブの機能を持たせた子どもス

キップを運営しています。また、別棟

建設などで利用者数増加に対応す

るなど施設面での改善を図り、より一

層安全・安心な環境を整えていま

す。

延べ利用者数 535,760人 540,000人 数値維持継続型

589 ,811人

内訳

学童クラブ

（ 458,567人）

一般利用

（ 131,244人）

【540,000】

（ 109％）

令和5年5月8日から一般利用を

全面再開するとともに、一般利用

の限定的実施中の代替措置で

あった学童クラブの臨時入会を廃

止し、子どもスキップの受入態勢

をコロナ前の状態に戻しました。

A

小学生の放課後の安全・安心な居場

所である子どもスキップをより充実させる

ため、職員の人員確保するとともに施

設整備を行っていきます。

606,632人

内訳

学童クラブ

（ 448,328人）

一般利用

（ 158,304人）

【540,000】

（ 112 .3％）

増加し続ける子どもスキップの利

用者に対応するため、小学校と交

渉し、スペースを確保するととも

に、積極的かつ新たなアプローチ

に取り組んだ結果、職員の欠員を

解消することができました。

A

小学生の放課後の安全・安心な居場

所である子どもスキップをより充実させる

ため、職員の人員確保するとともに施

設整備を行っていきます。

計画事業 13
放課後子ども教室

事業
放課後対策課

小学校の施設を

活用した安全・安

心な活動拠点づく

りを進め、地域住

民の参加と協力を

得て、体験・交流

活動の推進に取り

組みます。

区立小学校において、放課後や週

末等に、地域住民の参加と協力を

得て、子どもたちを対象に学習やス

ポーツ・文化活動、交流活動等を行

います。

述べ実施回数 － 2,000回 数値上昇型

対面事業: 1 ,008回

【対面事業: 1,320

回】

教室開催数をコロナ前の水準に

戻すべく取り組んできましたが、地

域の方々で構成される放課後子

ども教室スタッフを確保することが

できず、目標の開催数を達成す

ることができませんでした。

B

放課後子ども教室スタッフ謝礼金を増

額するとともに、多様な手法を用いて放

課後子ども教室スタッフの確保に努め、

もって、放課後子ども教室の開催数を

増加させていきます。

対面事業: 1,462回

【対面事業: 1,320

回】

放課後子ども教室スタッフ謝礼金

を増額したものの、地域の方々で

構成される放課後子ども教室ス

タッフを確保することができず、目

標の開催数を達成することができ

ませんでした。

B

「チームとしま」やホームタウン協定を締

結したスポーツ団体、としま未来文化財

団等、地域や企業、大学等との連携を

進め、プログラムの内容を充実させるとと

もに開催数を増加させていきます。

計画事業 14
子ども食堂ネットワー

ク
子ども若者課

子ども食堂で食事

の提供だけでな

く、居場所としての

機能を充実させま

す。

地域で活動する「子ども食堂」の連

絡会「としま子ども食堂ネットワーク」

への情報提供や広報の支援を行い

ます。子ども食堂の運営方法等、運

営者同士が情報交換を通して安全

に支援活動の輪を広げていきます。

登録食堂数 － 25食堂 数値上昇型
23食堂

【24食堂】

コロナ感染症が5類になったことか

ら会食を再開する子ども食堂が

少しずつ増えてきました。ネット

ワーク会議では会食を再開したこ

とや、検討中だが何がハードルに

なっているかなどの情報共有を行

いました。また、サポーターのCSW

とも交流を深めました。

A

会食を再開する子ども食堂や新規の子

ども食堂も増えることが想定されるため、

セーフガーディングの研修などを実施し、

安全な運営を支援します。また、ネット

ワーク会議で子ども食堂間の交流を深

め、HPなどで情報発信のサポートを行

います。

20食堂

【25食堂】

(80％)

ネットワーク会議において各種研

修を行い、子ども食堂が安心でき

る居場所として運営できるよう学

びました。また、会議において子ど

も食堂間の交流を深め、HPなど

で情報発信のサポートを行いまし

た。

B

新規の子ども食堂も増えることが想定さ

れるため、ネットワーク会議を年3回開

催し、運営に必要な知識等を学び、子

ども食堂が相互交流できるよう支援しま

す。また、子ども食堂に応じた多様な支

援を検討します。

重点事業 15 プレーパーク事業 子ども若者課

子どもたちが屋外

で安全に楽しく遊

べる機会の充実を

図ります。

子どもが自由で豊かな遊びと多様な

体験ができるプレーパーク（ 冒険遊

び場） 事業を推進します。池袋本町

プレーパークの他、身近な地域で冒

険遊びなどを体験できるよう、出張プ

レーパークを実施します。また、池袋

本町プレーパークは、子どもが自由に

過ごし、自分らしく、ゆったりと安心で

きる場所としての機能も併せ持ちま

す。

①参加者数

②出張プレーパー

ク

開催数

①31,002人

②13回

①35,000人

②20回

①数値上昇型

②数値上昇型

①28,707人

【32,000人】

( 82 .0％)

②9回

【10回】

( 45 .0％)

池袋本町プレーパークを年間通じ

実施しましたが、5年度は夏季期

間の熱中症警戒アラートの発表

や、強風などの荒天時などからプ

レーパークを閉める時間が多くあ

り、利用者数が前年を下回りまし

た。出張プレーパークでは保育

園、区民ひろばに加え公園でも

実施し近隣の園庭のない保育園

や地域の親子連れにも利用して

もらえました。

A

常設の池袋本町プレーパークは年間を

通じ、屋外での自由な発想で自分らし

く遊べる場所の提供を行います。身近

な地域で実施する出張プレーパークは

主に公園などの多くの子どもが利用でき

る場所で実施し、近隣の園庭のない保

育園や地域の子どもが利用できるように

します。

①26,230人

【35 ,000人】

(75％)

②6回

【20回】

(30％)

池袋本町プレーパークを年間通じ

実施しましたが、6年度も夏季期

間の熱中症警戒アラートの発表

などからプレーパークを閉める時間

が多くあり、利用者数が前年を下

回りました。出張プレーパークでは

区内の公園の実施回数を増や

し、近隣の園庭のない保育園や

地域の親子連れにも利用してもら

えました。

B

常設の池袋本町プレーパークは年間を

通じ、屋外での自由な発想で自分らし

く遊べる場所の提供を行います。身近

な地域で実施する出張プレーパークは

主に公園などの多くの子どもが利用でき

る場所で実施し、近隣の園庭のない保

育園や地域の子どもが利用できるように

し、これまで実施したことのない地域で

の開催を検討します。

計画事業 16 小学校開放事業 放課後対策課

児童の身近で安

全な遊び場とし

て、小学校の校

庭を開放します。

放課後や学校休業中の児童の身近

で安全な遊び場として、小学校の校

庭を開放します。

実施施設数

（ 全小学校22

校）

－ 22校 数値維持継続型
100%

【22校】

コロナ感染対策を講じながら、児

童の安全な遊び場として開放しま

た。

A
引き続き児童の安全な遊び場確保に

努めてていきます。

100%

【22校】

児童の安全な遊び場として開放

しまた。
A

引き続き児童の安全な遊び場確保に

努めていきます。

計画事業 17
公園・児童遊園新

設改良事業
公園緑地課

近くの公園対し区

民満足度が増し、

子どもたちが利活

用したいと思う公

園を整備していき

ます。

既設の区立公園・児童遊園において

は、子育て世代を含めた住民ニーズ

等を踏まえ、再整備を検討します。ま

た、学校跡地等を活用して地域の活

動拠点となる近隣公園等を整備しま

す。

新設・改修公園

数

２ 園／年

－
10園

(累計)
数値維持継続型

３ 園

【２ 園】

池袋本町四丁目・千川二丁目

児童遊園では、地元の保育園や

幼稚園児の意見を聞きながら遊

具を選定し改修工事を進めた。

大塚台公園の改修については、

高校生や障害児を持つ親など、

幅広い層の方々がメンバーのWS

を開催した。

A

令和６ 年度は公園の再構築を実施

し、区内の公園の位置づけを明確にす

ることにより、子供たちを中心とした利用

者目線に立った整備を行っていく。

毎年２ 園以上の改修工事を引き続き

実施していくとともに、大規模な公園改

修や新設も含め、利用してもらえる公

園づくりを進めていく。

２ 園

【２ 園】

南大塚二丁目児童遊園では、

地元町会や子供たちを集めた井

戸端会議を開催し、多くの意見を

収集し、また、近隣の保育園には

個別に意見聴取をし、遊具を置

かずおもちゃ倉庫を置くという整備

工事を行った。

巣鴨四丁目児童遊園では、地

元商店街と連携し、ニーズに合っ

た整備工事を行った。

大塚台公園の改修については、

昨年度に引き続きWSを開催し、

基本計画案を作成した。

B

令和7年度以降は、モデル地区を中心

とした公園の再構築計画に基づき、古

くなった公園を利用者目線で再整備し

ていく。

毎年２ 園以上の改修工事が実施でき

るよう努めるとともに、大規模な公園改

修や新設も含め、利用したくなる公園

づくりを行っていく。

（ ３ ） 子どもの居場所・活動の充実

子どもの居場所を

充実します。

施設整備の検

討、既存の居場

所事業の内容を

充実します。

子どもの遊び場の

充実を図ります。

既存の取組を推

進するとともに、安

心安全な屋外遊

び場の整備を検

討します。

②屋外遊び場の

充実

①子どもの居場所

の充実
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【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和５ 年度実績

【】内は令和5 年度目

標値

達成率（ % ）

（ ｑ )

事業目標に資する令和５ 年度

の取組内容（ ｒ ）

主管課

評価

（ ｓ ）

令和６ 年度以降の取組の方向性

（ ｔ ）

令和6 年度実績

【】内は令和6 年度目

標値

達成率（ % ）

（ u )

事業目標に資する令和6 年度の

取組内容（ v）

主管課

評価

（ w ）

令和7 年度以降の取組の方向性

（ ｘ ）

目標（ E）

具体的な取組 事業の概要

取組 目標 内容
事業

分類

事業

№
事業名（ A）

目標値の性質

（ Z）
担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

令和5 年度 令和6 年度

目標管理

②屋外遊び場の

充実

子どもの遊び場の

充実を図ります。

既存の取組を推

進するとともに、安

心安全な屋外遊

び場の整備を検

討します。

計画事業 18
「としまキッズパーク」

の整備・運営
公園緑地課

障がいがある子も

ない子も安心して

遊べる場の充実を

図ります。

造幣局跡地の一部を、令和2年7月

から令和6年度まで「キッズパーク」と

して運営します。公園内には「ミニトレ

イン」を走らせるとともにインクルーシブ

遊具を整備し、子どもが安心して遊

べる場にします。

(令和2年度より、「9月」に変更)

利用者数 －
440,000人

(累計)
数値上昇型

115 ,422人

【100,000人】

利用者: 113,658人

イケバス活用等（ 園外保育） :

1,764人

近隣小学校特別学級による植

替え: 2回

活用イベント: 3件

A
引き続きイケバス活用及び園外保育の

場としての活用を図るとともに、近隣小

学校との連携等を進めていきます。

113,040人

【100,000人】

利用者: 115,962人

イケバス活用等（ 園外保育） :

1,593人

近隣小学校特別学級による植

替え: 2回

活用イベント: 5件

A
引き続きイケバス活用及び園外保育の

場としての活用を図るとともに、近隣小

学校との連携等を進めていきます。

①文化事業課所管、

演劇公演については、

R4をもって事業廃止。

②12回 参加者数

648人【587人】

(110％)

③2回　参加者数47

人【48人】(97％)

④保育課所管,保育

園ワークショップについて

は、R５ をもって事業廃

止。

⑤56回 参加者数

1530人【1931人】

(79％)

②、③の事業では、夏休み期間

に区内で本物の文化を体験する

機会を創出しています。鑑賞教

室では、校庭など外で遊べない時

間に、子どもスキップと区民ひろば

を会場に、未就学児から小学生

を対象に劇場ではない場所で、

演劇公演を展開しました。児童

文学など身近なテーマ通じて、作

品を鑑賞することで、子どもたちに

とってかけがえのない時間を設ける

ことができました。また③では、パン

トマイマーによる、親子向けプログ

ラムを行いました。言葉に頼らない

親子のコミュニケーションを図ること

で、外国籍や障害をもった子を含

む誰もが楽しめるプログラムを展開

することができました。⑤では未就

学を対象に親子でアーティストとふ

れあうプログラムを１ 年を通じて

行っています。今年は予算増によ

り事業数を増やし、昨年よりも多く

の方に参加する機会を提供するこ

とができました。事業後は、アー

ティストや参加者が交流する時間

を設けることで、文化を通じて日

常の親御さんの悩みなどを聞く場

にもなりました。

③活動・体験機

会の充実

子どもが文化や芸

術、スポーツなど多

様な体験ができる

機会を提供しま

す。

子どもの体験機会

の充実を図りま

す。

重点事業 19

①～③、⑤については、区内に住む、

一人でも多くの子どもたちとその家族

が、アートに触れる機会を提供するため

に、令和５ 年度よりも、実施日数、回

数を増やしていきます。

①～③については、ウェブサイトの日英

対応など外国ルーツの子どもたちにも参

加しやすいようにアクセスシビリティを整え

ていきます。

④については、限られた園数の中でもで

きるだけ多くの保育園にワークショップを

提供できるよう、実施園が偏ることがな

いように選考の際に配慮します。

⑤については、令和５ 年度よりも、新し

いプログラムを４ つ増やし、広報面の強

化をすることで、新規の参加者層にアプ

ローチしていきます。

①事業見直しのためプ

ログラム廃止

②9回 参加者数562

人

【340人】（ 95％）

③2回 参加者数40人

【30人】（ 83％）

④20園、515人

【参加数 延べ500人】

( 114% )

⑤41回

参加者数1,168人

【1 ,000人】（ 60% ）

区とNPO法人が協働して、次代の文

化の担い手である子どもたちを対象に

文化芸術に触れるワークショップ等の

アートプログラムを展開します。

子どもたちが多彩

な文化芸術が体

験できる機会を提

供します。

B 事業見直しにより、事業廃止。B

子どものための文化

体験事業

（ 計画策定時は

「子どものための文化

体験プログラム」）

左記5つの取組に

ついて、同程度の

回数及び参加人

数を維持して実施

する。

①数値維持継続

型

②数値維持継続

型

③数値維持継続

型

④数値維持継続

型

⑤数値維持継続

型

文化事業課

保育課

①～③においては、区内各所で

アートに気軽に出会える場を提供

しました。また、マスク着用の緩和

により、アーティストや俳優たちの

表情から、言葉だけにに頼らない

作品や表現に触れることで、学校

や日常では体験できない豊かな

感受性を育む機会を与えることが

できました。

④においては、区内保育園20園

で身体表現と音楽のワークショップ

を実施しました。ワークショップでは

普段の保育では見られない子ども

たちの様々な表情が見られ、保

育士にとっても表現の楽しさを伝

える術を学べるなど、今後の保育

の参考となる場を提供することが

できました。

⑤においては、コロナの感染対策

の緩和により、ワークショップの定

員を増やし、多くの子どもとその家

族にアートに親しむ機会を提供し

ました。また、アーティストや、参加

者同士の交流機会となり、新しい

出会いおよびアート体験を共有す

る楽しさを知るきっかけになりまし

た。

①10回、2,056

人

②7回、587人

③1回、24人

④22園、450人

⑤54回、1,931

人

①演劇公演実施

回数、延べ参加

者数

②鑑賞教室実施

回数、延べ参加

者数

③ワークショップ実

施回数、延べ参

加者数

④保育園ワーク

ショップ実施園

数、延べ参加者

数

⑤ぞうしがや こども

ステーション実施

回数、延べ参加

者数
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